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（公印省略）

基本労務契約第１章Ｂ節５ｂ並びに第９章２及び３に関する取扱手

続について（通知）

基本労務契約第１章Ｂ節５ｂ並びに第９章２及び３に関する取扱手続について、

別紙のとおり定めたので、遺漏のないよう措置されたい。

なお、基本労務契約第１章Ｂ節５ｂ並びに第９章２及び３に関する取扱手続に

ついて（施本業労第１号。１４．４．１）は、廃止する。

添付書類：別紙



別紙

基本労務契約第１章Ｂ節５ｂ並びに第９章２及び３に関する取扱手続につい

て

１ 基本労務契約第１章Ｂ節５ｂ関係

（１）犯罪記録の照合

地方防衛局長又は地方防衛事務所長（以下「地方防衛局長等」という。）は、独立

行政法人駐留軍等労働者労務管理機構支部長から犯罪記録の照合に関し、別紙第１号

様式による各人毎の調査票（２部）の送付を受けたときは、１部を当該都県を管轄す

る警視庁又は県警本部の刑事鑑識課に送付し照合を依頼するとともに、１部を地方協

力局労務管理課に送付するものとする。

（２）面接

地方防衛局長等は、第１章Ｂ節５ｂの「Ａ側が特に要求する場合」の面接について

は、直ちに地方協力局労務管理課と調整するものとする。

（３）報告書の送付

地方防衛局長等は照合の結果をＡ側に送付するに際しては別紙第２号様式の報告書

を作成し、（１）の調査票その他参考となる事項を添えて遅滞なくＡ側に送付するも

のとする。

２ 基本労務契約第９章２及び３関係

地方防衛局長等は、第９章２に規定する情報を入手したとき、又はＡ側から従業員に

ついて第９章３ａによる調査の要請があったときには、直ちに地方協力局労務管理課と

調整するものとする。

３ 機密保持

（１）地方防衛局長等は､本件に関する機密保持のため、担当職員の選任及び監督には特

に留意し、関係職員の範囲を最小限に留めておくこととし、当該職員の官職及び氏名

を地方協力局労務管理課に通知するものとする。

（２）地方防衛局長等は、本件に関する文書を関係米側機関に対し提出し、又は連絡を行



うときは、施設及び区域における契約担当官代理者又は契約担当官代理者の指名した

担当官に対して行うものとする。

４ 調査対象従業員

試用期間従業員､特殊期間従業員､高齢従業員又は時給制臨時従業員として雇用された

とき、限定期間従業員又は季節従業員から常用従業員の身分に変更されたとき及び常用

従業員として再雇用されたときは、採用時等の調査による措置をとるものとする。ただ

し、基本労務契約、船員契約及び諸機関労務協約に係る駐留軍等労働者（日雇従業員、

限定期間従業員及び季節従業員を除く。）が、その雇用の終了後６か月以内に高齢従業

員又は時給制臨時従業員として再雇用された場合は、当該措置をとらないものとする。



別紙第１号様式

調 査 票

照 会 者 照 会 年 月 日

◎ Ｍ Ｌ Ｃ ・ Ｍ Ｃ ・ Ｉ Ｈ Ａ ・ Ｈ Ｐ Ｔ
区 分

陸 軍 ・ 空 軍 ・ 海 軍 ・ 海兵隊 ・ その他（ ）

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 昭 令 ◎
生年月日 年 月 日 性別 男･女

氏 名 平

＊ ◎ 採 用

回 答 年 月 日 採用予定 年 月 日
(試用期間の終期)

◎ ◎
照会時の 職種－ NO.

常 用 従 業 員
職種、職場

職場－ 試用期間従業員
採用予定の

生 地 都 道 府 県 本 籍 地 都 道 府 県

現 住 所

記 録 備 考

注：１ ＊印欄は、依頼者側では記載しないこと。

２ ◎印欄は、該当文字を○で囲むこと。

３ 調査対象者が他国人の場合には、氏名をアルファベット（漢字が母国語の者は漢字により）で記入し、

ふりがなをカタカナで記入すること。



別紙第２号様式

令和 年 月 日

報 告 書

宛：契約担当官代理者 殿

発：○○防衛局労務対策官

○○防衛事務所長

下記の者について、基本労務契約第１章Ｂ節５ｂに定める手続を実施し

た結果を別添のとおり送付します。

別添資料検討の上、使用の可否について貴官の最終決定を至急ご通報下

さい。

記

職場名 職 種 氏 名

署 名

地方防衛局労務対策官名

地方防衛事務所長名

別添：１ 調査票

２ その他参考となる資料


